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本番披簿に l:t下記のものか登載乙てあります
⑨四 谷局より九段局へ所属替となるべき加入者

所底替資施は…・一一....……………………… 一月二十七日

⑨浪花局 より茅場町局へ所属替となるべき加入者草

調加入に限る ;'
手会 j兜町、坂本町・・・…………… 一月三十日

所属務笈絡は i
げ l蝋殻町一了目、二了日(2-iiZt)二 月六日

⑨青山局より銀座局へ所属替となる べき 加入者
所属柱穴施(よ・・ ………一・…………………一- 二月十三日

⑨電話特別開通申請者にして十二月十円までに設備

安を約トj.し電話番放の決定 lt二fll読者
⑨十五年十月一日以降十二月三十一H迄の nuに祈槻

開通すべき議定の加入者

⑨十五年十月一日以降十二月五日迄のWJに於ける名

義建更、設置場所愛更等に図る異動及最近までの

番抜簿へ他人名義、重複掲載等の掲載請求ありた

るもの
一一一ーーー争宇軍令。令壷毒.~酬。.ーョ寺・』主事時悼ヨ辛吋ーーー一一一

注意
一、上倒記載の所感竣変月日は共の 日の午前零時金期して資施

きれるのですから剣り易(言へば前日の夜竿と云ム事にな

りますO

一、茅場町局所廓地域内の (現浪花局)共同線及連接加入者は

茅場町筋交換業-務上の関係で浪花局lと暫時獲されます迫て

茅.I'MPlf潟へ月rr溺幾更の毅定です。

一、所協替必域!時国、同J名は本表紙裏面及最初の廷に掲載して

ありますから{持参照下さい。
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手働式の浪花局から自働式の茅場町
局へ所属替とな石加入者及手働式の

四谷局から自働式の九段局へ所属替
Zなる加入者、の御注意

自ßÿ)i~電話の取扱方については.電話番披簿(三安芸品四)等で
務め御技忌;訟頑ってありますが、下記り事柄l:t特(こ御注

意下さる十三、 rt.との際重ねて御殿U¥¥J、 1:乙ます。

ム電話機に掛かる前の御注意
先づ相手方の「局番銃と電話番波」とケ、確めて震波の廻し遣のない様に特に御

注意を駁θます。

そして卒素通誌を奴繁になさる相手方の香放は、特::~と書き抜いて震かれることが

後日の手p便宜です。
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・
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ム電話機に掛かつてからの御注意
自信訪式の電話から手働式の電話{e~・点、と訟は、自働式相互間の援護?と戟ぺると幾

分呼出音の出る迄代間がありますが、共 '間に受話器掛金物は決してガタっかぜや

に、相手加入者の出るのをお待ち下さい。

!呼出音が間全ても、相手加入者がいつまでも出ないのは、相手初入者が御不在と

か近所代府られないおめですからも一旦お切りになって科経 1-足代父御i呼出し下

3い。

ム伝競苦JZ普く間ふれげて下れ、
(一) 受市若去をはすした時代小さい初取が廻る様な微かな音

(二) 知終盤;を廻し終って，HI手方を呼出して府る i ヅ←ツーJ を!国主'nいて問乏

る!浮UJ;音

(三) 相手方や局総がお中で容がって居るときの「ジージーJ e問を置いて間走

る部中音

~t のさ粍郊の{言波百二を 1m きわりる惑が大事ですから善〈之れを印さわりて詰p{史j目

下さい

ム共の他の御注意
(一) 呼出('d-{と廻草寺した後、受話 ~iii掛金物をガタっかせると、技-絞が以とりでに

切れてしまいますから御注意を願ひます。

然し市外通話の場合は話中に受認器掛金物を上げ下げして局を呼ム欠場舎は差

支へありません。

(二) 苦手続簿を見ても剣らぬ番貌は、案内掛 (-00香、局番線なしの三数字)

~呼んで御殿き下さいe



z 

(三) 市外通話を掛けるときの御注意、従来手働式局の市外通誌を拐，けるには、

受話器をはすして記録(来は市外)と言って記録受付者の出るのを待も、相

手地名、香鋭、自分の番抜、迅話磁別等{c告げるのですが、自伝u式局では、

先づー0一番(局番裁なしの三薮宇)を呼出擦によって廻l悔し、取扱者の感

答を待って前記の事柄を告げるのです。

(四) 電話番続本簿の容首にある自働式電話の取扱方(二六頁)を御覧下詰れば

街詳細にわか bますから是非御覧を願ひます。

電話局から加入者への翻知らせ

電話番貌簿援行議定期間と奨の掲載誇求友寝泊

昭和二年度の電話番競mは、大限四月一日か五月一日現在で緩行す る橡定であり

ます(確定期日は次間後行の治加諮銃筏じ御知ら せ致します)現在御他府中の泡

話 lと ~j し

イ、新規に尽族、総統等の無料掲載を希巳認される向

ロ、新たに他人名義掲故、 -lii:;，反抗3法等宥料招裁を希望される l旬

J、、前記(イ)(ロ)の訪求セ去を克交は取消す必姿のゐる向

等は可成四月一日まて lニ御取運を願って置きますO 詳細は番競簿四十一貫

を~p寛下さい、他人名義掲載、重複掲載等有料で掲載しであるもの」取消訪求は

三月十六日まてに其の請求を提出下さいませんと番競仰とは掲載せなぐと

も、料金丈りは欲牧される事lとな bますから特に御注意下さい。


